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2025 年度 事業計画書 

2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで 

 

 

特定非営利活動法人 里山保全活動団体 遊林会 

１ 事業実施の方針 

 特定非営利活動に係る事業に関して、以下の事業を行う 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施 

日時 

実施 

場所 

従事者の

予定人数 

受益対象者 

の範囲及び 

人数 

里山保全活動、

及びそれらに

関する事業 

 

河辺いきものの森 

での里山保全 

東近江市布引の森 

での保全活動 

月 3 回 

 

月 1 回 

河辺の森※1 

 

布引の森※2 

各回約 

10～30人 

各回 

約 10 名 

滋賀県民 

500 人 

滋賀県民 

120 人 

自然体験活動

や環境学習、及

びそれらに関

する事業 

滋賀県 

やまのこ事業 

 

モリイコ！事業 

 

 

各種学校・ 

団体受け入れ 

 

自主事業 

通年 

21 回 

 

40 回 

通年 

 

通年 

 

河辺の森 

 

 

河辺の森 

 

 

河辺の森 

布引の森 

滋賀県内 

滋賀県内 

各回 5 人

程度 

 

各回 

4 人 

滋賀県内 

小学 4 年 697 人 

 

東近江市内及び近隣

5 歳～小 3 年 400 人 

 

滋賀県民 

10,000 人 

 

滋賀県民 

1,500 人 

その他この法

人の目的を達

成するために

必要な事業 

環境学習に伴う 

施設管理 

運営事務 

通年 

 

通年 

河辺の森・ 

河辺の森駅 

河辺の森 

布引の森 

各回 3 人 

程度 

2～3 人 

東近江市内、近隣市

町村 約 2,000 人 

 

(2) その他の事業 

定款の 

事業名 
事 業 内 容 

実施予定 

日時 

実施予定 

場所 

従事者の

予定人数 

     

※1河辺の森 正式名称は河辺いきものの森 ※2布引の森 正式名称は東近江市布引の森 


